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視覚障害者のエスカレーター利用のための誘導案内方法検討 

ワーキンググループの設置について（案） 

 

 

 

１．開催趣旨 

視覚障害者のエスカレーターへの誘導案内については、平成 28 年度及び 29 年度に「移

動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討委員

会」を設置し、学識経験者、高齢者、障害者等関係団体、事業者団体等の参画を得て、移

動等円滑化基準の改正内容、ガイドラインの改訂について検討を行った。 

この検討の中では、技術が開発途上であることや十分に普及していないこと、有効性が

確実に証明されているわけではないこと等の理由により、視覚障害者がエスカレーターを

利用できるようにするための誘導案内方法について検討課題とされたところである。 

また、本年 6 月 10 日に開催された「令和 2 年度第 1 回公共交通機関のバリアフリー基

準等に関する検討会」においても、エスカレーターへの誘導案内方法について、過去の議

論の整理を行うべきとの議論となったことから、現行ガイドラインの内容を充実させるこ

とを目的としてワーキンググループ（ＷＧ）を開催する。 

 

２．検討内容 

視覚障害者誘導用ブロックについては、平成 28 年度から 29 年度にかけて開催した「移

動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準等検討委員

会」における検討を踏まえ、平成 30 年３月にバリアフリー整備ガイドラインを改訂し、

視覚障害者を旅客施設のエスカレーターへ誘導する場合の視覚障害者誘導用ブロックの

敷設条件を示したところである。 

しかしながら、乗口における具体の敷設方法（エスカレーター中央に誘導するか、片側

に寄せて誘導するか等）等については、上記検討委員会において今後の検討課題として整

理され、また、実態として公共交通事業者等によるエスカレーターへの誘導用ブロックの

敷設が進んでいないことから、障害当事者団体は、敷設促進について早急な対応を求めて

いるところ。 

このため、エスカレーターへの誘導用ブロックの敷設促進に向けて、敷設方法案や誘導

案内を行うエスカレーターの対象範囲を検討し、視覚障害者による検証結果を踏まえた敷

設の考え方・事例をガイドラインにおいて示す必要がある。 

 

①エスカレーターの誘導案内に関する視覚障害者へのヒアリング調査 

②誘導用ブロックによる誘導案内に対する事業者の問題意識等の調査 

③対象とするエスカレーター及び誘導用ブロック敷設方法（案）等の整理 

 

  ※検討 WG は、２回程度開催 
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